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○
経
済
産
業
省
令
第
九
十
二
号

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す

る
た
め
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

一
～
十
七

（
略
）

十
八

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一

号
）
様
式
第
一
、
様
式
第
三
、
様
式
第
六
か
ら
様
式
第
七
の
二
ま
で
、
様
式
第
九
、
様
式
第
九
の
二
、
様
式
第
十
一
、
様

式
第
十
二
、
様
式
第
十
九
、
様
式
第
二
十
一
か
ら
様
式
第
二
十
二
の
二
ま
で
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
五
ま
で

、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
第
三
十
五
、
様
式
第
四
十
三
及
び
様
式
第
五
十

十
九
～
二
十
三

（
略
）
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第
二
条

（
略
）

第
三
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

一
～
五

（
略
）

六

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
様
式
第
三
十
、
様
式
第
六
十
九
、
様
式
第
八

十
、
様
式
第
八
十
一
及
び
様
式
第
八
十
四
か
ら
様
式
第
八
十
六
ま
で

七
～
二
十
五

（
略
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

一
～
四

（
略
）

五

特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）

様
式
第
一
か
ら
様
式
第
十
の
三
ま
で

六
～
十
四

（
略
）

第
五
条
～
第
三
十
二
条

（
略
）

（
ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
三
十
三
条

ガ
ス
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
十
五
、
様
式
第
十
九
か
ら
様
式
第
二
十
一
ま
で
、
様
式
第
二
十
三
、
様
式
第
二
十
九
、
様
式
第
三
十

四
、
様
式
第
三
十
六
、
様
式
第
四
十
二
、
様
式
第
四
十
七
、
様
式
第
五
十
、
様
式
第
五
十
五
、
様
式
第
五
十
六
、
様
式
第
六

十
、
様
式
第
六
十
七
、
様
式
第
七
十
七
、
様
式
第
七
十
九
か
ら
様
式
第
八
十
一
ま
で
、
様
式
第
八
十
八
、
様
式
第
八
十
九
、

様
式
第
九
十
二
及
び
様
式
第
九
十
三
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と

、
、

が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す

。
、

。
、

る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」

、
。

、
。

、
「５

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず

、
、

。
、

本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「７

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
、

、
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
、
「

0
氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に

、
。

1
、

代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「1

3
、

。
、

。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

、
、

。
、

自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
四
、
様
式
第
六
及
び
様
式
第
五
十
七
中
「印

」
を
削
り
、
「

0
ま
で

」
を

。
1
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「９
ま
で

」
又
は
「1

3
ま
で

」
を
「1

2
ま
で

」
に
改
め
、
様
式
第
五
、
様
式
第
七
か
ら
様
式
第
九
ま
で
、
様
式
第
十
六
、
様

式
第
十
八
、
様
式
第
二
十
八
、
様
式
第
三
十
五
、
様
式
第
三
十
七
か
ら
様
式
第
四
十
一
ま
で
、
様
式
第
四
十
三
か
ら
様
式
第

四
十
六
ま
で
、
様
式
第
四
十
八
、
様
式
第
四
十
九
、
様
式
第
五
十
一
か
ら
五
十
四
ま
で
、
様
式
第
五
十
八
、
様
式
第
五
十
九

、
様
式
第
六
十
一
か
ら
様
式
第
六
十
六
ま
で
、
様
式
第
六
十
八
、
様
式
第
七
十
か
ら
様
式
第
七
十
六
ま
で
、
様
式
第
七
十
八

、
様
式
第
八
十
二
、
様
式
第
八
十
三
、
様
式
第
八
十
七
、
様
式
第
九
十
四
及
び
様
式
第
九
十
五
中
「印

」
及
び
「２

氏
名

を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す

、
、

。
、

る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１
用
紙

」
を
「用

紙

」
に
改
め
、
様
式
第
二
十
四
か
ら
様
式
第
二
十
七
ま
で
中
「印

」

。

及
び
「４

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
署
名
は
必
ず

、
、

。

本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
九
十
、
様
式
第
九
十
一
、
様
式
第
九
十
八
中
「印

」
及
び
「２

氏
。

名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署

、
、

。
、

す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
「１

こ
の
用
紙

」
を
「こ

の
用
紙

」
に
改
め
る
。

。

第
三
十
四
条
～
第
三
十
七
条

（
略
）

（
熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）
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第
三
十
八
条

熱
供
給
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
一
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
三
及
び
様
式
第
十
六
中
「印

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に

、

代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
又
は
「７

、
。

、
。

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が

、
、

。
、

自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
六
及
び
様
式
第
八
中
「印

」
を
削
り
、
「８

ま
で

」
を
「６

ま
で

」
に
改
め

。

、
様
式
第
七
、
様
式
第
九
か
ら
様
式
第
十
一
ま
で
、
様
式
第
十
四
及
び
様
式
第
十
五
中
「印

」
及
び
「２

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と

、
、

。
、

す
る

」
を
削
り
、
「１
用
紙

」
を
「用

紙
」
に
改
め
る
。

。

（
石
油
需
給
適
正
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条
～
第
四
十
六
条

（
略
）

（
特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

特
定
ガ
ス
消
費
機
器
の
設
置
工
事
の
監
督
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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様
式
第
十
一
及
び
様
式
第
十
四
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名
を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が

、
、

で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
る
。

。
、

。

第
四
十
八
条
～
第
六
十
四
条

（
略
）

（
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。様

式
第
五
、
様
式
第
十
、
様
式
第
十
四
か
ら
様
式
第
十
八
ま
で
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
二
十
六
、
様
式
第
二
十
九
か
ら

様
式
第
三
十
一
ま
で
、
様
式
第
三
十
三
、
様
式
第
三
十
六
か
ら
様
式
第
三
十
八
ま
で
、
様
式
第
四
十
、
様
式
第
四
十
三
の
二

か
ら
様
式
第
四
十
四
ま
で
、
様
式
第
四
十
六
、
様
式
第
四
十
八
、
様
式
第
四
十
九
の
二
か
ら
様
式
第
四
十
九
の
六
ま
で
及
び

様
式
第
五
十
六
か
ら
様
式
第
五
十
八
ま
で
中
「㊞

」
及
び
「３

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載

し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の

、
、

。
、

と
す
る

」
又
は
「４

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

）を
記
載
し

押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

署
名

。
、

、

す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

署
名
は
必
ず
本
人
が
自
署
す
る
も
の
と
す
る

」
を
削
り
、
様
式
第
八
、
様

。
、

。
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式
第
二
十
三
中
「㊞

」
及
び
「押

印

」
を
削
る
。

第
六
十
六
条
～
第
九
十
六
条

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴

う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
（
第
九
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
省
令
様
式
第
十
三
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


